
奈
良
県
告
示
第
五
十
八
号 

 
 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
を
指
定
し
公
金
事
務
を
委
託
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
七
日 

奈
良
県
知
事 

山 

下 
 

真 

一 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称 

 
 

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー 

二 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
所
在
地 

 
 

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号 

三 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
を
し
た
日 

 
 

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日 

四 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
を
し
た
日 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

五 

委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入 

１ 

紀
寺
県
営
住
宅
、
六
条
県
営
住
宅
、
売
間
県
営
住
宅
、
北
和
県
営
住
宅
、
姫
寺
県
営
住
宅
、
平

城
県
営
住
宅
、
六
条
山
県
営
住
宅
、
小
泉
県
営
住
宅
、
稗
田
県
営
住
宅
、
東
高
田
県
営
住
宅
、
天

理
県
営
住
宅
、
阿
部
県
営
住
宅
、
桜
井
県
営
住
宅
、
纒
向
県
営
住
宅
、
橿
原
県
営
住
宅
及
び
坊
城

県
営
住
宅
並
び
に
そ
れ
ら
の
駐
車
場
の
使
用
料
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

㈠ 

入
居
決
定
者
が
、
入
居
す
る
際
納
入
す
る
使
用
料 

㈡ 

入
居
者
又
は
駐
車
場
を
使
用
す
る
も
の
が
、
県
の
指
定
金
融
機
関
又
は
収
納
代
理
金
融
機
関

に
納
入
し
て
い
な
い
使
用
料 

２ 

天
理
南
県
営
住
宅
、
橿
原
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
県
営
住
宅
及
び
山
崎
県
営
住
宅
の
使
用
料
で
、
そ
れ

ら
を
使
用
す
る
も
の
が
県
の
指
定
金
融
機
関
又
は
収
納
代
理
金
融
機
関
に
納
入
し
て
い
な
い
使
用

料 

３ 

西
小
泉
県
営
住
宅
、
秋
津
県
営
住
宅
、
南
和
県
営
住
宅
及
び
吉
野
県
営
住
宅
の
駐
車
場
の
使
用

料
で
、
そ
れ
ら
を
使
用
す
る
も
の
が
県
の
指
定
金
融
機
関
又
は
収
納
代
理
金
融
機
関
に
納
入
し
て

い
な
い
使
用
料 

４ 

紀
寺
県
営
住
宅
、
六
条
県
営
住
宅
、
売
間
県
営
住
宅
、
北
和
県
営
住
宅
、
姫
寺
県
営
住
宅
、
平

城
県
営
住
宅
、
六
条
山
県
営
住
宅
、
西
小
泉
県
営
住
宅
、
稗
田
県
営
住
宅
、
天
理
南
県
営
住
宅
及

び
阿
部
県
営
住
宅
の
水
道
の
使
用
料
で
、
そ
れ
ら
を
使
用
す
る
も
の
が
県
の
指
定
金
融
機
関
又
は



収
納
代
理
金
融
機
関
に
納
入
し
て
い
な
い
使
用
料 

六 
公
金
事
務
を
行
う
期
間 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 
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